
 

令和７年度 第２回 

韮崎市市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会 

 

 
日時：令和８年２月１２日（木） 

午後２時００分～ 

場所：市役所別館２０１会議室 

 

 

次   第 
 

 
1 開 会 

 

2 市長あいさつ 

 

3 会長あいさつ 

 

4 会議録署名委員の指名 

 

5 協議・報告事項 

(1) 韮崎市国民健康保険税の改定について 

(2) 韮崎市国民健康保険の現況について 

(3) 令和７年度韮崎市国民健康保険特別会計の状況について 

(4) 令和８年度韮崎市国民健康保険特別会計当初予算について 

(5) 令和８年度韮崎市国民健康保険事業計画（案）について 

(6) その他 

 

6 その他 

 

7 閉会 

 

 

 

 

 



 



（１）韮崎市国民健康保険税の改定について 

 

１．子ども・子育て支援金制度の概要について 

 

(1) 子ども・子育て支援金制度の創設 

〇少子化・人口減少が危機的な状況にある中、「こども未来戦略」（令和 5 年

12 月 22 日閣議決定）において、児童手当の抜本的拡充など、年 3.6 兆円規

模のこども・子育て政策の給付拡充を図ることとなった。 

 こうした大きな給付拡充に当たっては、若い世代の方々が将来に見通しを持て

るとともに、経済施策と調和した財政枠組みとするよう、安定財源を確保する

必要性が示された。 

 

〇そのため、こども未来戦略「加速化プラン」における少子化対策の抜本的強化

に当たり、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支

える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、医療保険の保険料とあわせて拠

出いただく子ども・子育て支援金制度を令和８年度に創設することとなった。 
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(2) 子ども・子育て支援金制度の内容 

 

〇政府は、国が負担する部分等を除いた部分に充てるため、令和 8 年度から毎

年度、健康保険者等（全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県、国民健

康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療

広域連合）から、支援納付金を徴収する。（令和 8 年度 概ね 6,000 億円、

令和 9 年度 概ね 8,000 億円、令和 10 年度 概ね 1 兆円） 

 

〇国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、低所得者に対する応益分支

援金の軽減措置（医療保険と同様の所得階層別の軽減率（7 割、5 割、2

割））、被保険者の支援金額に一定の限度（賦課上限）を設ける措置等を設

けることとし、現行の医療保険制度に準ずる形で実施する。 

 

〇国民健康保険における支援金については、本制度が少子化対策に係るものであ

ることに鑑み、子どもがいる世帯の拠出額が増えないよう、18 歳に達する日

以後の最初の 3 月 31 日以前までの子どもに係る支援金の均等割の 10 割軽

減の措置を講じる。 

 

〇子ども・子育て支援金の負担額については、令和 8 年度は負担額を抑え、令

和 8 年度から令和 10 年度にかけて本来の負担額へ近づくよう段階的に改定

を行っていく。 

 

 

 

令和 7 年 3 月こども家庭庁資料より 
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２．子ども・子育て支援金の国民健康保険税率について 

 

 山梨県は、子ども・子育て支援金について、次の方針を示しています。 

 ●賦課方式は、所得割・均等割・平等割の３方式とする。 

 ●所得割・均等割・平等割の割合は 50：35：15 とする。 

 

 また、県より、本市の令和８年度子ども・子育て支援金に係る納付金・標準保険税

率について、次のとおり通知がきています。 

 

納付金 17,793,648 円 

標準保険税率 
所得割 均等割 平等割 18 歳以上均等割※1 

0.27％ 1,230 円 792 円 54 円 

※1 18 歳未満の均等割軽減分を、18 歳以上被保険者で按分することとされている 

 

 標準保険税率は、あくまで県の試算であるため、市町村において、必要税率等を計

算する必要があります。そのため、本市においても、県の示す方針、納付金額及び収

納率を勘案し算定したところ、以下のとおり算出されました。 

 

所得割 均等割 平等割 18 歳以上均等割 

0.27％ 1,200 円 800 円 100 円 

 

 県の示す標準保険税率と概ね同等の結果となったため、令和８年度子ども・子育て

支援金の負担については、上記税率で被保険者の皆さまにお願いしたいと考えており

ます。 

 なお、賦課限度額については、30,000 円となることが見込まれています。 

 

※一人あたり平均賦課見込額（賦課見込額/18 歳以上被保険者数） 3,625 円（年） 

                              （302 円/月） 
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（２）韮崎市国民健康保険の現況について

●　加入状況 （年度末現在、令和７年度は１２月末現在）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和７年度

12,584 12,722 12,669 12,652 12,684 12,716 12,783 12,876 12,873 12,901

30,191 29,966 29,568 29,124 28,764 28,464 28,205 27,986 27,703 27,413

4,419 4,356 4,236 4,204 4,161 4,062 3,955 3,844 3,682 3,573

7,225 6,948 6,708 6,578 6,467 6,273 6,008 5,783 5,406 5,265

35.12 34.24 33.44 33.23 32.81 31.94 30.94 29.85 28.60 27.70

23.93 23.19 22.69 22.59 22.48 22.04 21.30 20.66 19.51 19.21
加入割合

世　　　帯　（％）

人　　　数　（％）

市全体
世　帯　数 （世帯）

人　　　口　（人）

国　保
世　帯　数 （世帯）

被保険者数　（人）

4,419

4,356

4,236
4,204

4,161

4,062

3,955

3,844

3,682

3,573

35.12
34.24

33.44

33.23 32.81
31.94

30.94
29.85

28.60
27.70

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和７年度

国保世帯数の推移（年度末数） 国保世帯数 加入割合

7,225

6,948

6,708
6,578

6,467

6,273

6,008

5,783

5,406

5,265

23.93

23.19
22.69 22.59 22.48

22.04

21.30

20.66

19.51
19.21

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

27.0

29.0

31.0

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和７年度

国保被保険者数の推移（年度末数） 国保被保険者数 加入割合

人
％

％世帯
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●　医療費の状況（一般被保険者） （事業年報より）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
令和7年度

（見込）

（千円） 2,029,449 1,945,600 2,028,797 2,112,838 2,120,502 2,233,580 2,258,724 2,168,959 2,026,913 2,267,075

（人） 7,155 6,991 6,834 6,687 6,538 6,421 6,189 5,945 5,638 5,366

（円） 283,641 278,301 296,868 315,962 324,335 347,855 364,958 364,838 359,509 422,489

＊保険者負担分には、高額療養費を含んでいる

医療費
（保険者負担分）

被保険者数
（年度平均）

一人あたり医療費

2,029 1,946 2,029 2,113 2,121 
2,234 2,259 2,169 

2,027 
2,267 

283,641 
278,301 

296,868 315,962 324,335 

347,855 
364,958 364,838 359,509 

422,489 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度令和7年度（見込）

医療費の状況（一般被保険者分）
医療費

（保険者負担分）

一人あたり医療費

百万円 円
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（歳　　入） （単位：千円・％）

R6決算額 R7決算見込額 R6対比(金額) R6対比（割合)

1 555,189 540,486 △ 14,703 97.4

2 300 300 0 100.0

3 4,804 8,321 3,517 173.2

4 2,127,911 2,329,638 201,727 109.5

5 209 201 △ 8 96.2

一般会計繰入金 242,259 224,621 △ 17,638 92.7

基金繰入金 8,490 44,806 36,316 527.8

7 0 0 0 —

8 7,178 18,617 11,439 259.4

2,946,340 3,166,990 220,650 107.5

（歳　　出） （単位：千円・％）

R6決算額 R7決算見込額 R6対比(金額) R6対比（割合)

1 52,891 56,505 3,614 106.8

2 2,053,543 2,282,703 229,160 111.2

3 782,352 769,468 △ 12,884 98.4

4 9,601 10,811 1,210 112.6

5 209 201 △ 8 96.2

6 7,011 4,593 △ 2,418 65.5

7 0 0 0 —

8 40,733 42,709 1,976 104.9

2,946,340 3,166,990 220,650 107.5

（２）令和7年度韮崎市国民健康保険特別会計の状況について

合　　　計

合　　　計

保健事業費

基金費

諸支出金

予備費

保健事業費
（健康づくり課所管）

科　　　目

総務費

保険給付費

国民健康保険事業費
納付金

県支出金

財産収入

諸　収　入

令和7年度国民健康保険特別会計決算見込

繰　越　金

6
繰
入
金

科　　　目

国民健康保険税

使用料及び手数料

国庫支出金
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（歳　　入）

（歳　　出）

13986

41765

55751

医療費適正化事業費（医療費通知の発行等）、保健事業費（糖
尿病重症化予防事業等）

国民健康保険財政調整基金に積立てる経費

国庫支出金等の返還金、被保険者への還付金等

予備費

特定健診・特定保健指導等に係る経費

国民健康保険財政調整基金の利子収入

職員人件費等の一般会計からの繰入金

前年度からの繰越金

子ども・子育て支援金制度に係るシステム改修等

県によって算定される事業費納付金

財政調整基金からの繰入金

返納金、その他収入等

備　　　　　考

職員給与費、国民健康保険運営に要する経費等

療養給付費、療養費、高額療養費等

令和７年度決算見込財政割合

備　　　　　考

国民健康保険税（一般・退職）
収納率見込　現年：95.68％　滞繰：25.18％

督促手数料等

普通交付金（保険給付費分）、特別交付金

国民健康

保険税

17.07%

県支出金

73.55％

繰入金

8.51%

その他

0.87%

歳 入

総務費

1.78%

保険給付費

72.08％

国民健康保険

事業費納付金

24.30%

保健事業費

1.69%

その他

0.15％

歳 出
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（３）令和８年度国民健康保険特別会計当初予算について

（歳　　入） （単位：千円・％）

R７当初予算額 R８当初予算額 増減 R７対比（割合)

1 536,470 542,046 5,576 101.0

2 300 300 0 100.0

3 0 0 0 －

4 2,330,354 2,276,984 △ 53,370 97.7

5 201 893 692 444.3

一般会計繰入金 223,620 210,103 △ 13,517 94.0

基金繰入金 66,406 50,317 △ 16,089 75.8

7 1 1 0 100.0

8 12,516 4,616 △ 7,900 36.9

3,169,868 3,085,260 △ 84,608 97.3

（歳　　出） （単位：千円・％）

R７当初予算額 R８当初予算額 増減 R７対比（割合)

1 48,484 48,800 316 100.7

2 2,285,192 2,232,917 △ 52,275 97.7

3 769,468 735,130 △ 34,338 95.5

4 10,811 10,419 △ 392 96.4

5 201 893 692 444.3

6 3,003 6,593 3,590 219.5

7 10,000 10,000 0 100.0

8 42,709 40,508 △ 2,201 94.8

合　　　計 3,169,868 3,085,260 △ 84,608 97.3

財産収入

科　　　目

国民健康保険税

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

6

繰　越　金

諸　収　入

繰
入
金

科　　　目

合　　　計

総務費

保険給付費

国民健康保険事業費
納付金

保健事業費

基金費

諸支出金

予備費

保健事業費
（健康づくり課所管）
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（単位：千円・％）

（単位：千円・％）

　　令和８年度当初予算財政割合

特定健診・特定保健指導・人間ドック等経費

予備費

還付金、直営診療施設特別交付金繰出金
等

基金利子積立分

医療費適正化及び保健事業の実施（糖尿病等
重症化予防事業、受診適正化事業、等）

県全体の医療費見込から公費等を調整し市の
医療費水準や所得水準等を基に算出

療養給付費、療養費、高額療養費等
給付見込減による

職員給与費、国保運営費等（医療費のお知ら
せの様式変更に伴う負担金の増）

備　考

延滞金・加算金及び返納金等

被保険者数の減少による減
子ども・子育て支援金による増

基金繰入金

備　考

一般会計繰入金

基金利子

保険給付費のうち出産一時金と葬祭費を
除いた費用、特別交付金等

督促手数料（例年実績による）

国民健康保険税

17.57％

県支出金

73.80%

繰入金

8.44%

その他

0.19%

歳 入

総務費

1.58%

保険給付費

72.37%

国民健康保険

事業費納付金

23.83%

保健事業費

1.65%

その他

0.57%

歳 出
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●　国民健康保険財政調整基金の状況 （年度末）

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7（見込） R8（見込）

（千円） 145,871 66,304 657 782 654 196 180 208 201 893

（千円） 0 0 51,316 74,547 15,839 42,093 130,826 8,490 44,806 50,317

（千円） 547,668 613,972 563,313 489,548 474,363 432,466 301,820 293,538 248,933 199,509

（人） 7,149 6,892 6,694 6,538 6,421 6,189 5,945 5,638 5,366 5,417

（円） 76,608 89,085 84,152 74,877 73,877 69,877 50,769 52,064 46,391 36,8301人あたり基金保有額

当年度積立額

当年度取崩額

年度末基金残高

被保険者数
（年度平均）

547,668 

613,972 

563,313 

489,548 474,363 

432,466 

301,820 293,538 

248,933 

199,509 

76,608 

89,085 

84,152 

74,877 73,877 

69,877 

50,769 
52,064 

46,391 

36,830 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7（見込） R8（見込）

国民健康保険財政調整基金の状況 年度末基金残高 1人あたり基金保有額

千円 円

-14-



（４）令和８年度韮崎市国民健康保険事業計画（案）について 

 

１．基本方針 

令和８年度の国民健康保険事業を計画的かつ効率的に運営するため、次に掲げる主要

事業に積極的に取り組み、推進していくことを基本にこの事業計画を策定し、これを実

施する。 

なお、主要事業の執行にあたっては、関係機関、庁内各課との協議、連携のもと推進

する。 

 

２．主要事業 

 令和８年度国民健康保険事業の運営にあたっては、次に掲げる事業に重点を置いて取

り組むものとする。 

 ⑴医療費適正化対策の推進 

 ⑵適用適正化対策の推進 

⑶収納率向上対策の推進 

⑷保健事業の推進 

 ⑸広報啓発事業の推進 

 ⑹共同保険者である県との連携 

 

３．具体的な対応策 

⑴ 医療費適正化対策の推進 

①レセプト点検事業について 

・レセプト点検業務の強化を図るため、点検事務に精通した嘱託職員を引き続き雇用

し、保険給付費及び柔整療養費のレセプトについて、診療内容の点検・請求点数・

給付発生原因等の内容点検及び資格点検を行う。なお、点検は単月分に併せ何ヶ月

かごとの縦覧点検も行う。 

・点検により発見されたレセプトについて、過誤調整や再審査、不当利得等に伴う返

還、第三者行為に伴う損害賠償等の請求をする。 

②医療費通知について 

被保険者に健康に対する認識を深めてもらい、国民健康保険事業の健全な運営に資

することを目的として、医療機関等で治療を受けたときの医療費をお知らせする。  

 ・通知は山梨県国民健康保険団体連合会への委託により実施し、年２回（１～１０月

診療分及び１１・１２月診療分）とする。 

・内容については、通知が確定申告に明細として使用できるとされているため、申告

に必要な事項について網羅するとともに、被保険者の利便性の向上のため、２月中
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に１２月診療分までを通知する。ただし、１２月診療分については過誤調整の実施

前であり、領収書と照らし合わせるよう周知を図る。 

③第三者行為損害賠償求償事務について 

  交通事故等による第三者行為損害賠償求償事務については、直接的に医療費の適正

化に連動することから積極的に対応する。 

 ・レセプト点検により傷病名から発見した事案についての医療機関及び被保険者への

照会、また、新聞やニュースを活用した交通事故等の発見等、第三者行為の把握に

努める。 

・損害保険団体との覚書締結による届出書作成の援助等を活用して、早期に適切な届

出をするよう勧奨する。 

・ホームページや広報等により届出を確実に行うよう被保険者に周知する。 

・研修への積極的な参加から知識の習得に努め、国保連合会の専門求償員や国の求償

アドバイザー等から助言を得て、課題の解決に取り組む。 

④重複及び頻回受診者、重複服薬者に対する受診適正指導 

  豊富なノウハウのある専門業者へ委託し、重複多受診・重複投薬等の対象者への訪

問指導・健康相談を実施することで、受診行動の適正化につなげる。 

⑤ジェネリック医薬品差額通知について 

  患者負担の軽減、国保財政の改善に資することを目的として、ジェネリック医薬品

に切り替えた場合の、先発医薬品との差額をお知らせする。 

・被保険者が見やすいように工夫した通知を送付し、併せてコールセンターによる相

談窓口を設置して、ジェネリック医薬品についての理解を深め普及率の向上につな

げる。 

・使用状況について年齢別や性別等に類型化し、分析を行う中で国の掲げる目標利用

率８０％を維持する。（特に使用割合の低い１０～１４歳は６０％以上を目指す。） 

 

 

⑵ 適用適正化対策の推進 

①資格の適正化について 

・日本年金機構から提供される「国民年金第１号・第３号被保険者資格喪失一覧表」

等を活用し、厚生年金保険等の資格を取得した者で、国保と社保の保険資格が重複

していると思われる者に対して、国保資格の異動手続きを促す。 

②居所不明被保険者実態調査について 

 ・「居所不明被保険者に係る国民健康保険資格喪失確認事務処理要綱」に基づき実施。 

・資格確認書、納税通知書、督促状等が宛て所不明で戻ってきた方について、実態調

査を行い、必要に応じて住民登録の職権消除の検討を行う。 
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③適正な賦課について 

 ・国民健康保険税の決め方や納め方などのリーフレットを作成し、納税通知書に同封

して、納税意識の向上を図る。 

・税務収納課と連携する中で適正な所得の把握に努め、所得申告の指導を徹底する。 

・未申告者に対しては、保険税の軽減措置などが講じられない等の申告の必要性を窓

口やホームページにて機会を捉えて周知する。 

 

 

⑶ 収納率向上対策の推進 

①収納体制の強化について 

収納率向上対策の充実・強化を推進するため、税務収納課で策定した「徴収対策基

本計画」や「国民健康保険税徴収事務処理方針」に基づき、収納担当課と連携して対

応する。 

②様々な納付手段の提供 

 ・金融機関での平日昼間のみの収納に限らず、休日・夜間も支払いが可能なコンビニ

収納、インターネット（地方税お支払サイト）を利用したクレジット決済等での納

付、PayPay やｄ払い等の多くのスマホ決済アプリにより納付可能な地方税統一

QR コードを活用した納付等、多様な納付手段を提供し、国保加入時の窓口や広

報、ホームページへの記事掲載等による情報提供に努める。 

 ・ペイジ—サービス(※)について機会を捉えて勧奨し、口座振替の推進を図る。 

※ペイジーサービスとは、金融機関のキャッシュカードだけで簡単に市税や保険料などの口座振替の

申し込み手続きができる「口座振替受付サービス」です。 

③滞納者対策 

・滞納者の所得・職業・滞納原因等を把握し、個々の資力に応じた収納計画を実行す

る。 

・納付意思の見極めを行い、自主的な納付が見込まれないと判断した事案について

は、財産調査を実施し、状況に応じて速やかに滞納処分を執行する。 

④特別療養費の支給 

・対象者との折衝、納付相談や分納誓約等を行い、収納率の向上に努めた上で、特別

な事情なく納期を１年以上経過しても納付催告、納付相談等に一向に応じない者に

対しては、税負担の公平性の観点から、事前通知を行い、特別療養費の支給対象と

する。なお、事前通知を送る際には、訪問調査等により状況把握に努め、収納担当

課と調整のうえ適正に対応する。 

 ※特別療養費の支給とは、医療機関の窓口で医療費全額（10 割）を負担していただき、後日申請に

より自己負担分（３割または２割）を除いた金額を支給する制度です。 
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⑷ 保健事業の推進 

 データヘルス計画（令和 6 年度～令和１１年度）に基づき、被保険者の健康維持・

増進のため、関係機関や健康づくり担当課と連携を図りながら、保健事業を推進する。 

①特定健康診査、特定保健指導の実施 

  ４０歳から７４歳の国保加入者を対象に、糖尿病等の生活習慣病患者・予備群への

対策として、メタボリックシンドローム予防に関する健康診査、保健指導を実施す

る。 

・過去３か年に健診を受診したすべての方に事前予約の案内を送付、また感染症対策

をした中での集団健診を夏と秋に分け、また、土曜・日曜にも日程を設けて行うこ

とにより、受診率の向上を図る。 

・ナッジ理論に基づき、対象者の特性に合わせた受診勧奨通知を未受診者に送付する

ことにより、受診率の向上につなげる。 

・令和８年度特定健診目標受診率、特定保健指導目標実施率 

  特定健診受診率   ５７．０％（令和６年度法定報告５４．９％） 

  特定保健指導実施率 ６５．５％（令和６年度法定報告６６．８％） 

  ※目標値は第４期特定健診等実施計画書より 

②人間ドック事業 

  疾病の早期発見・早期治療により、重症化を防ぎ、健康の保持増進につなげるた

め、国保加入者の受診費用に対し助成を行う。 

・人間ドック公費負担額 

 男性：２３，０００円 女性：２８，０００円 

※４０歳～７４歳で韮崎市国民健康保険に加入している方 

・脳ドック公費負担額 １０，０００円 

※年度末年齢が５０歳に達し、前年度脳ドックを受診していない市民 

③糖尿病重症化予防の取り組み 

・腎不全による透析療法ステージに移行する前の糖尿病患者に対し、医師の指示のも

と、民間のノウハウを活用した個別の保健・生活指導を実施し、重症化を予防す

る。 

・委託元からの報告や国保データベース（ＫＤＢ）を活用して事業の評価を行い、結

果を次年度以降の事業につなげる。 

④健診異常値放置者受診勧奨 

・特定健診の受診後、その結果に異常値があるにも関わらず医療機関受診が確認でき

ない対象者を特定し、通知書を送付することで疾病の早期発見、医療費の適正化に

つなげる。 
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⑤地域包括ケアへの取り組み 

・ＫＤＢを活用し、介護予防や生活支援の対象となる被保険者について、医療費や健

診結果等のデータを抽出・提供し、介護保険と国保との連携を意識した保健事業を

推進する。 

・地域包括ケアの構築に向けた医療・介護・保健・福祉等の議論の場や実施事業に、

国保の視点から参画することで介護保険との連携を深める。 

⑥高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施の取り組み（令和６年度から実施） 

・年齢が７５歳に到達すると、それまで国民健康保険や社会保険制度等から後期高齢

者医療制度で移行することとなり、これまでの健康診査の結果や保健事業が途切れ

てしまい、継続的な支援ができないことが課題であった。高齢者の保健事業と介護

予防等の一体的な実施とは、このような課題を解消するため、一人一人の状況に応

じたきめ細かな支援を医療専門職が積極的に関わり、高齢者が住み慣れた地域で可

能な限り、自立した生活と社会参加ができるよう目指す取り組み。長寿介護課・健

康づくり課・市民生活課で連携し事業を実施していく。 

 令和６年度からハイリスクアプローチとして、健康状態不明者対策事業を行ってお

り、訪問により生活状況・身体状況などを確認し、必要な支援に繋げている。令和

８年度も引き続き継続していく。また、ポピュレーションアプローチとして、いき

いき貯筋クラブなどに介入し、フレイル予防に努めていく。 

 また、令和 7 年度より、後期高齢者についても総合健診会場での eGFR 測定（詳

細な腎機能測定）を実施し、糖尿病や慢性腎臓病等のスクリーニングを行ってい

る。 

 

 

⑸ 広報啓発事業の推進 

 被保険者はもとより、広く市民に対して国保制度や健康に対する関心を持ってもらう

ために、積極的な広報活動を推進する。 

①国保制度への理解の促進 

・国保事業全般を分かりやすく解説した小冊子を窓口等で配布、説明し、国保制度へ

の理解を図る。 

・市の保健事業をまとめた紙面を国保加入時に配布し、健康への関心を高める 

・毎年度の資格確認書更新時にジェネリック医薬品促進の表示があるカードケースを

同封、加入全世帯に配布することで医療費適正化への協力を得る。 

②市広報誌の活用 

・「広報にらさき」にて、適用適正化強調月間である１０月と、住民異動の多い３月

に国保制度啓発の特集記事を掲載する。 
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③インターネットの活用 

・市のホームページにおいて、国保制度や各種届出についてのわかりやすい掲載に努

める。 

・SNS を活用し、若い世代に向けて情報発信を行う。 

・メールでの問い合わせに対応する。 

 

 

⑹ 共同保険者である県との連携 

①国民健康保険税水準の統一に向けた検討 

・県との連携会議において、医療費水準や収納率の格差縮小や医療費適正化の取り組

み等、国保税水準の県内統一に向けた課題解決の検討を行う。 

②国民健康保険に係る事務・事業の平準化、効率化、広域化に向けた検討 

・国保事務処理の平準化等について、県や県内市町村と連携する中で取り組み、サー

ビスの均質化や経費削減等につなげる。                           
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別添資料１

1-1 収納率の推移（現年分） （単位︓千円・％） 1-2 収納率の推移（滞納繰越分） （単位︓千円・％）

R4 R5 R6 R7(推計) R8(推計) R4 R5 R6 R7(推計) R8(推計)

調定額 515,742 499,715 559,885 544,317 545,612 調定額 91,107 83,088 82,609 78,423 74,730

収納額 496,128 476,361 535,922 520,741 522,670 収納額 18,931 18,755 19,266 19,745 19,376

収納率 96.60% 95.33% 95.72% 95.67% 95.80% 収納率 28.45% 22.57% 23.32% 25.18% 25.93%

1-３ 滞納世帯の状況 （単位︓世帯） 1-４ 短期証・資格証発行・特別療養費対象世帯の状況（単位︓世帯）

Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7
国保世帯数 4,189 4,102 3,969 3,864 3,718 短期証 140 86 69 53
滞納世帯数 249 232 454 441 456 資格証 38 22 19 21

割合 5.9% 5.7% 11.4% 11.4% 12.3% 特別療養費 0 27
※短期証・資格証はR6年12月1日で廃止・特別療養費支給制度に移行

※厚労省提出「予算関係資料」より当該年度６月１日の状況
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別添資料２

2-1 特定健診受診率の推移 （単位︓％）

H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ６

市 47.7 50.8 53.3 44.9 50.8 52.5 54.7 54.9

県 44.8 45.7 46.3 39.0 45.2 46.9 47.5 49.0

国 37.2 37.9 38.0 33.7 36.4 37.5 38.2 ※R6国数値は未公表（R8.1.20時点）

H30 R1(推計) R2(推計)

561899 560964 550382

539825 534089 521999

2-2 特定保健指導実施率の推移 （単位︓％）

H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6

市 72.8 62.3 74.0 65.9 64.5 65.4 49.8 66.8

県 47.6 47.0 52.1 46.0 50.4 48.4 50.4 51.8

国 26.9 28.9 29.3 27.9 27.9 28.8 29.1 ※R6国数値は未公表（R8.1.20時点）
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別添資料３
2-3 糖尿病重症化予防事業
【事業内容】

（単位︓人・％）
指導内容 対象者 参加者 参加率 終了者 終了率 新規透析移行数
6か月指導 136 5 3.7 5 100.0 0
電話指導 195 36 18.5 36 100.0 0
6か月指導 120 4 3.3 4 100.0 0
3か月指導 80 2 2.5 2 100.0 0
電話指導 200 45 22.5 45 100.0 0
6か月指導 184 4 2.1 - - -
3か月指導 71 1 1.4 - - -
電話指導 184 17 9.2 - - -

2-４ 受診行動適正化指導
【事業内容】

（単位︓人・％・円）
対象者 参加者 参加率 終了者 終了率 削減効果額

R5 85 5 5.9 5 100.0 232,140
R6 65 4 6.2 4 100.0 115,596
R7 61 7 11.5 - - - （途中経過）

2-５ ジェネリック医薬品差額通知
【事業内容】

通知数 切替のべ人数 使用率
Ｒ5 387 3,235 85.0
Ｒ6 262 2,861 89.5
Ｒ7 154 - - （途中経過）

2-６ 健診異常値放置者受診勧奨事業
【事業内容】

受診勧奨者 受診状況
Ｒ5 58 13
Ｒ6 46 10
Ｒ7 49 - （途中経過）

※各事業の効果については、来年度の第1回会議にてご報告する予定です。

 レセプト分析により、腎機能が急激に低下する顕性腎症期と、顕性腎症期に至る前段階の早期腎症期
を対象者として抽出し、事業への参加勧奨を実施。
 参加申し込みのあった方に対し、栄養士等の専門家による指導・相談を６ヶ月間実施。
 【R4〜オンライン指導選択可・R5〜簡易指導（１回30分程度の電話指導）・R6〜３か月指導追加】

 レセプト分析により、医療機関等への頻回・重複受診、また重複服薬が認められる対象者を特定し、
適正な医療機関のかかり方について、保健師等の専門家による指導を実施。

 健診結果及びレセプト分析により、健康診断で異常があったが、その後医療機関等にかかっていない
方に対し、受診勧奨の通知を送り受診につなげる。

 レセプト分析により、ジェネリック医薬品の使用率が低く、切替による薬剤費軽減額が一定以上の対
象者を特定し通知を送付する。

R5

R6

R7
※途中経過
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